
中山間地域の現状

〇中山間地域の農家戸数は26,604戸で県全体の54％、また、耕地面積

では27,114haで県全体の49％となっています。また、農業産出額は

冷涼な気候などを活かした野菜や米などを中心に649億円、農業・農

村の多面的機能評価額（県独自調査）は785億円と、いずれも県全体

の約６割を担っており、食料安全保障などの観点からも、中山間地域

は本県農業・農村において重要な役割を果たしています。

〇一方で、国勢調査では、過疎地域を含む中山間地域では、それ以外の

市町村よりも人口減少が急速に進んでいることが確認されており、ま

た、高齢の農業者も比較的多いことからも、今後、人材不足が懸念さ

れます。

〇また、中山間地域には、急傾斜かつ農地に占める割合が大きい畦畔が

多く、その管理には労力、時間、コストを要するなど不利な営農条件

もあり、１経営体あたりの経営面積は平坦地域に比べ約３割下回って

います。

〇さらに、中山間地域における遊休農地面積は県全体の約７割となって

おり、今後ますます増加すれば、鳥獣被害の助長や洪水防止機能をは

じめ農業・農村の多面的機能の低下などにつながってしまいます。

中山間地域の推進方針

■急速な人口減少、高齢化を踏まえ、新たな担い手育成を含む、中

小農家、地域住民や関係人口を含む外部人材がそれぞれの役割のも

と農業・農村を支える体制や仕組みづくりなど、「中山間地域を守

る多様な人材・主体づくり」に取り組みます。

■急傾斜な畦畔や小区画の水田など不利な条件へ対応する一方で、

冷涼な環境など利点を活かしたブランド農産物の育成など、「中山

間地域の条件・特性等に対応した農業の展開」に取り組みます。
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第６章 将来像達成に向けた取組み

２ 中山間地域を守り育てる対策



農家戸数（R2概算） 耕地面積（R1） 農業産出額（H30）

農業・農村の多面的機能評価額（R1） １経営体あたりの経営農地面積（R2概算）

基幹的農業従事者数（65歳以上）（R2概算） 畦畔率（R1）

（参考）平坦地域と中山間地域を比較した統計データ

平坦地域
22,349戸
（46％）

中山間地域
26,604戸
（54％）

平坦地域
28,603ha

（51％）

中山間地域
27,114ha

（49％）

平坦地域
431億円
（40％）

中山間地域
649億円
（60％）

平坦地域
639億円
（45％）

中山間地域
785億円
（55％）

ha

ha

％

％
平坦地域
8,067人
（48％）

中山間地域
8,829人
（52％）

県農産園芸課 算定値
（農林水産省 耕地及び作付面積統計をもとに算出）

県農村振興課 推計値
※「食料・農業・農村基本問題調査会」で示された

方法をもとにした代替法により県が算出

農林水産省「生産農業所得統計」農林水産省「耕地及び作付面積統計」農林水産省「2020農林業ｾﾝｻｽ」（概算）
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農林水産省「2020農林業ｾﾝｻｽ」（概算）

農林水産省「2020農林業ｾﾝｻｽ」（概算）



主な取組み

（１）ぎふ農業・農村を支える人材育成

■集落営農の体制づくり、後継者育成 [（１）④]

■スマート農業技術の共同利用の推進 [（１）③]

■経営環境の変化に対応できる経営体の育成 [（１）①]

○中山間地域の厳しい状況の中でも、一定の所得確保を実現できるよう、昼夜の
寒暖差などを活かした中山間地域ならではの新品目・新技術の開発を進めると
ともに、現地実証や研究会の開催などにより開発技術等の早期普及を推進しま
す。さらに、有望な新品目等の導入に必要な機械・施設の整備への重点的な支
援や、技術・経営両面での伴走支援の強化を図るほか、遊休農地の発生防止に
向け、将来の地域農業のあり方を示す地域計画の策定を促進します。

（２）安心で身近な「ぎふの食」づくり

・中山間地域を守り育てる対策の「主な取組み」は、第６章の１の重点施策の内、中山間
地域で特に重点的に取り組む施策や中山間地域でも取り組む「再掲」の施策を、４つ
の基本方針ごとに整理したものです。
・なお、各項目の[括弧内]は、どの重点施策に位置付けがあるかを示しています。
※ （例）（１）①は、基本方針（１）の「①担い手の経営発展への支援強化」を示す。

中山間地域において、将来に渡って持続可能な農業を実現するため、中核的な担い手
を育成するとともに、経営の安定化を図ります。

〇中山間地域では、多くの地域で集落営農組織が中核的な担い手となっている一
方、集落営農組織の経営が行き詰まれば、担い手不在による遊休農地の急激な増
加が懸念されます。このため、集落営農組織の経営安定に向け、設立間もない組
織を中心に農業用機械・施設の整備を重点的に支援するほか、後継者育成に向け
たオペレーター研修などの取組みを支援します。

中山間地域において、安定的な食料供給を実現するため、水田経営や家畜防疫体制
を強化します。

〇中山間地域では、急峻な斜面や畦畔の面積が大きいため、農地の維持・管理の
負担が大きく、担い手の規模拡大の妨げとなっています。このため、省力化・軽
労化につながるリモコン式草刈機などのスマート農業機械・機器の導入を重点的
に支援します。また、導入経費の縮減に向け、共同利用を推進します。
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■誰もが熟練農業者と同等の収益が得られる農業の実現 [（１）③]

〇熟練農業者が持つ「匠の技」をデータ化し、中山間地域の条件・特性等に対応
した技術継承や技術向上を促進します。



〇香港の中秋節に合わせた飛騨桃の輸出、ブランド発信力の高いＥＵへの恵那栗
の輸出など、地域の主体的な取組みが進みつつあります。こうした地域ブランド
の海外展開の加速化に向け、生産体制強化から現地販売ＰＲまでの活動を幅広く
支援します。

■輸出品目拡大（生産対策） [（３）①]

〇飛騨地域では、就農研修拠点「ひだキャトルステーション」を設置するなど、
飛騨牛の新規就農者の育成を進めていますが、飛騨牛の就農には、牛舎整備に多
額の費用を要することなどが課題です。このため、初期投資の抑制に向け、ア
パート牛舎等の整備を支援します

■新たな担い手の育成（飛騨牛） [（３）③]

〇飛騨地域では、令和２年２月時点で、肉牛生産においては県内の53％、豚肉生
産においては県内の62％を占めるなど、県内でも主要な産地となっています。こ
のため、飛騨家畜保健衛生所を移転・新築し、緊急を要する病性鑑定が実施でき
る体制を強化します。

■家畜防疫体制強化に向けた取組推進 [（２）④]

中山間地域の豊かな自然環境や昼夜の寒暖差などを活かして生産された、夏秋トマト、
夏ほうれんそう、桃、栗などの高品質な農産物のブランド展開を進めます。

（３）ぎふ農畜水産物のブランド展開

■生産基盤と生活環境基盤の総合的な整備の推進 [（２）⑤、（４）②]

〇中山間地域では、冷涼な気候などを活かし高品質な農産物が生産されている一
方で、過疎化の進展や不利な営農条件などが営農の支障となっています。この
ため、農地中間管理機構と連携したほ場整備や、地域の条件と特色を踏まえた
農業を実現するための基盤整備を推進します。併せて、地域生活に直結する集
落内道路や排水路などの生活環境基盤の整備を推進します。

〇また、担い手への農地集積に取り組む地域や、地形的条件が不利な中山間地域
では、生産基盤の整備に係る受益者負担の軽減を図ります。
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〇特産品や伝統野菜など中山間地域の気候や特性に合った作物を選定し、モデル
づくりを進めることで、有機農業の取組面積の拡大を図ります。

■有機農業の取組推進 [（２）⑦]

〇中山間地域で生産される米は、優れた食味を有するなど高く評価されています
が、全国的な知名度を有するまでには至っていません。このため、中山間地域の
特色を活かしたブランド米の育成に向け、実需が求めるニーズを踏まえた、生
産・販売への取組みを重点的に支援します。

■オーダーメイド型米づくりなどの推進 [（２）③]



（４）地域資源を活かした農村づくり

■新たなブランド創出 [（３）④]

〇中山間農業研究所において、桃、栗、花きなど、現地に適した新品種の育成を
進めており、これまでに、飛騨おとめ（桃）などを開発しています。このような
優れた新品種については、農林事務所が試験研究機関や産地などと連携し、生産
現場への普及を進めます。

■新品種・品目等の育成、新技術の開発 [（３）⑦]

〇シクラメンやカラーピーマンなど、中山間地域に適した新品種・新品目の創出
や、栽培管理技術の開発を行うとともに、東濃地域を中心とした栗については、
ドローンを活用した防除や自動収穫機など、作業の省力化につながる技術開発を
進めます。

〇遊休農地は、中山間地域で７割を占めており、発生防止に向けた取組みが喫緊
の課題です。このため、「中山間地域等直接支払制度」など、地域ぐるみで農地
を保全する取組みを支援するほか、急傾斜地等を含む農地の利用状況調査等に係
る事務負担の軽減に向けたタブレット端末の導入などを支援します。

〇また、関係機関との連携により、除草等を行う「農地イキイキ再生週間」を設
定し、遊休農地解消の取組みをＰＲします。

■守るべき農地の遊休農地化を防止する活動の支援 [（４）②]

■地域ぐるみでの鳥獣害対策と広域的捕獲の推進 [（４）②]

中山間地域の急傾斜な畦畔など不利な条件下でも、農業の多面的機能を十分に発揮で
きるよう、農村の維持・増進を図るとともに、地域資源を活かした農村づくりを進めます。
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■農作業の分業化の促進（園芸産地） [（３）④]

〇飛騨地域の夏ほうれんそうなど、生産量が年々減少傾向にある中山間地域の園
芸品目があります。その主な要因として、出荷調製作業に労力を要し、経営継
続・規模拡大が困難であることが考えられます。このため、作業の分業化などへ
の取組みを重点的に支援します。

〇鳥獣被害は、これまでの対策が奏功し、近年減少傾向にありますが、依然とし
て山間部を中心に発生しており、耕作意欲の減退の要因となっています。このた
め、引き続き集落単位で行う追い払いや捕獲、防護柵設置などを支援するほか、
地域での捕獲体制の整備や人材育成、複数市町村に跨る広域的な捕獲を推進しま
す。また、被害防止対策が難しく、群れで行動するサルについては、狩猟者だけ
でなく地域ぐるみでの捕獲体制の構築が必要なため、地域住民に対し専門家によ
る指導や捕獲に係る研修などを実施します。



指標名 現状（R1） 目標（R7）

新規認定農業者数 61人 累計356人

ｽﾏｰﾄ農業技術導入経営体数 108経営体 累計629経営体

集落営農育成数 6組織・人 累計33組織・人

水稲作付面積 10,685ha 10,600ha

生産基盤の整備面積 － 累計1,500ha

夏ほうれんそう共販出荷量 6,321ｔ 6,350ｔ

新たな実用技術課題数

（※畜産、水産関係の課題除く）
－ 累計 25課題

農地維持活動に集落で取り組む協定面積

（内、中山間地域等直接支払制度分）

9,134ha 9,150ha

遊休農地面積 521ha 521ha

ﾜｰｹｰｼｮﾝに取り組む施設数 － 累計50施設

活動計画認定棚田数 0箇所 累計50箇所

中山間地域における目標指標

■棚田を核とした棚田地域の振興 [（４）④]
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〇棚田地域振興法の制定を契機に、棚田の魅力が見直されるとともに、棚田を有
する集落では棚田を地域活性化のツールとして活用する動きが生まれつつありま
す。このため、都市住民が棚田の保全に取り組む「ぎふの棚田応援隊」の活動を
推進するほか、棚田地域の生活、伝統文化や景観などの魅力を体感する「棚田塾
ツアー」を実施し、棚田地域の関係人口の拡大を図ります。

■関係人口の増加に向けた「ぎふ農村ワーケーション」等の推進[（４）④]

○田園回帰指向の高まりやデジタル化が進展する中、中山間地域において、ワー
ケーションの取組みを充実するため、体験施設と宿泊施設が連携したワーケー
ションプランの開発などを支援するとともに、情報発信や参加者募集などのプロ
モーションを一体的に実施します。


